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安全条例 
路地状敷地の制限 

安第 3条 

路地状敷地の定義 

 

路地状敷地とは、原則として道路から見通せない部分（斜線部分）がある敷地をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、以下のような敷地形状の場合は路地状敷地として扱わない。 

技術的助言等  

参考資料等  

平成 27年 6月 9日改定  
 

前面道路 

敷地 

前面道路 

前面道路 

敷地 

前面道路 A 

前面道路 

敷地 

敷地が前面道路 Aから見通せる 

前面道路 B 

敷地 
前面道路 C 

敷地が前面道路 B及び Cによって見通せる 

2m 以上 


